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令和５年度第１１回庁議提案  審議・報告・その他 

                    提 出 日：令和５年９月５日 

                    担当部・課：市民生活部スポーツ振興課〔内線３３２９〕 

① 件  名 

石巻市陸上競技場基本計画策定懇談会の設置について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

令和５年３月に、陸上競技場の整備実現に向けて、目指すべき施設のコンセプトや、そのコン

セプトに基づき、整備方針や施設の有効活用のために必要な事項を定めた、石巻市陸上競技場基

本構想を策定した。 

この基本構想を具現化するため、施設の機能、規模を決定するとともに、概算事業費の算出や

整備スケジュール、陸上競技場の活用方法や運営方針等を定める陸上競技場基本計画の策定に

着手している。 

 

【目的】 

  陸上競技場基本計画の策定にあたり、関係団体等から広く意見を聴取するため、石巻市陸上競

技場基本計画策定懇談会を設置するもの。 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

都市公園法（昭和３１年法律第７９条） 

都市公園法施行令（昭和３１年政令第２９０号） 

石巻市都市公園条例（平成１７年条例第２６２号） 

石巻市都市公園条例施行規則（平成１７年規則第１５２号） 

 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】  

第５章 豊かな心を育みいのちを未来につなぐまち 

    第６節 生涯にわたるスポーツ活動の推進 

     ２ スポーツ環境を整備する 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

 平成 ６年    石巻市総合運動公園基本計画策定（第２種陸上競技場の整備） 

平成２１年 ３月 施設規模の再検討（第４種陸上競技場の整備へ変更） 

平成２３年 ３月 東日本大震災により女川町陸上競技場閉鎖 

令和 元年 ６月 市議会第２回定例会において陸上競技場早期建設の実現に関する請願採択 

令和 ２年 ８月 陸上競技場整備等基礎調査着手（業務委託契約締結） 

令和 ３年 ８月 石巻市陸上競技場基本構想策定に関する懇談会設置要綱制定 

     １０月 陸上競技場基本構想策定業務着手（業務委託契約締結） 

     １１月 石巻市陸上競技場基本構想策定に関する懇談会開催（計５回） 

～令和 ４年１１月  

      １２月 陸上競技場基本構想（案）について石巻市スポーツ推進審議会へ諮問 

          陸上競技場基本構想（案）について石巻市スポーツ推進審議会から答申 

 令和 ５年 ３月 陸上競技場基本構想策定 

       ７月 陸上競技場基本計画策定業務着手（業務委託契約締結） 
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⑤ 主な内容 

  令和５年度に石巻市陸上競技場基本計画策定懇談会を開催し、関係団体等から広く意見を聴

取し、陸上競技場基本計画に内容を反映させる。 

  

 １ 意見を求める事項 

 (1) 陸上競技場の施設・機能に関すること 

(2) 陸上競技場の設置規模に関すること 

(3) 競技力向上の推進や生涯スポーツの推進に関すること 

(4) スポーツ大会やイベント等による地域活性化に関すること 

(5) 災害時における防災機能の強化に関すること 

(6) そのほか基本計画策定に関すること 

  

２ 構成員 

 次に掲げる者で構成し、２０名以内とする。 

(1) 学識経験者又は専門的知識を有するもの 

(2) 陸上競技関係者 

(3) 関係団体の役員、構成員又は職員 

(4) 関係行政機関の職員 

(5) 庁内関係課長 

⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

各分野に精通した関係団体等からの参考意見を聴取することで、実情に即した計画を策定する

ことができる。 

 

【市財政への負担】 

報 償 金  ２００千円（９，５００円×７名×３回） 

費用弁償   ２１千円（６，９５６円（７名分）×３回） 

合計    ２２１千円 

（財源）一般財源 ※当初予算計上済          

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

 令和 ５年 ９月 石巻市陸上競技場基本計画策定懇談会設置要綱制定 

（施行予定年月日：公布の日から施行） 

石巻市陸上競技場基本構想策定に関する懇談会設置要綱廃止 

          第１回石巻市陸上競技場基本計画策定懇談会の開催 

⑨ その他 

  

 


